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 第 14 回  熊本県議会 道州制問題等調査特別委員会会議記録 

 

平成25年９月27日（金曜日） 

            午前10時３分開議 

            午前11時34分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

（１） 地方分権改革について 

（２） 道州制について 

（３） 閉会中の継続審査事件について 

――――――――――――――― 

出席委員（15人） 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 池 田 和 貴 

        委  員 前 川   收 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 井 手 順 雄 

        委  員 松 田 三 郎 

        委  員 重 村   栄 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 松 岡   徹 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 増 永 慎 一 郎 

        委  員 杉 浦 康 治 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 甲 斐 正 法 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 総務部 

         部 長 岡 村 範 明 

 理事兼市町村・税務局長 楢木野 史 貴 

  首席審議員兼人事課長 金 子 徳 政 

        財政課長 福 島 誠 治 

        税務課長 渡 辺 克 淑 

     市町村行政課長 原     悟 

     市町村財政課長 髙 山 寿一郎 

企画振興部 

 総括審議員兼政策審議監 内 田 安 弘 

        企画課長 小 原 雅 晶 

健康福祉部 

首席審議員兼 

    健康福祉政策課長 古 閑 陽 一 

環境生活部 

首席審議員兼 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

商工観光労働部 

      政策審議監兼 

      商工政策課長 出 田 貴 康 

農林水産部 

    農林水産政策課長 田 中 純 二 

土木部 

        監理課長 成 富   守 

        審議員兼 

   都市計画課課長補佐 田 尻 雅 裕 

教育委員会事務局 

      教育政策課長 能 登 哲 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 板 橋 徳 明 

   議事課主幹     左 座   守 

――――――――――――――― 

  午前10時３分開議 

○溝口幸治委員長 ただいまから第14回道州

制問題等調査特別委員会を開会いたします。 

 それでは審議に入ります。 

 本委員会に付託されている調査事件は、地

方分権に関する件、道州制に関する件であり

ます。 

 まず執行部からの説明の後に、一括して審

議を行いたいと思います。 

 説明に当たっては、可能な限り簡潔にお願
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いいたします。 

 それでは、議題１及び２について、小原企

画課長から説明をお願いいたします。 

 

○小原企画課長 企画課でございます。 

 それでは、まず地方分権改革関係について

御説明いたします。 

 資料、地方分権改革関係をめくっていただ

いて、３ページをお開きください。 

 ３ページになります。ページの上から、地

方分権改革のこれまでの経過を簡単にまとめ

ております。 

 ページの一番下の政権交代後の動きについ

てでございますが、６月の当特別委員会で御

報告させていただいた以降は、法案成立や閣

議決定といった大きな動きはあっておりませ

ん。 

 しかしながら、６月の特別委員会から本日

までの間に、地方分権改革推進本部、地方分

権改革有識者会議及び有識者会議の下に設置

されている専門部会が開催され、国から地方

への事務権限の移譲等について議論がなされ

ております。議論の概要については、後ほど

御説明いたします。 

 ４ページをお開きください。 

 ６月に成立した第３次一括法に係る本県の

取り組み状況についての御説明をいたしま

す。 

 資料上段の義務付け・枠付けの見直しと条

例制定権の拡大というところをごらんくださ

い。 

 今回、第３次一括法で本県で条例を改正す

る必要のあるものは、地方公務員法など６法

律になります。この法律について、それぞれ

の法律名、提案条例名、条例の内容、提案状

況を整理させていただいております。 

 このうち、昨年度に御審議いただいた第２

次一括法のように、自治体として独自性を発

揮しやすい運営に関する基準を設けるような

法改正は、介護保険法だけとなっており、そ

の他の法改正は、審議会の委員の定数などを

条例委任するなどの、比較的小規模なものが

多くなっております。 

 今後、関係条例の改正等に向けた作業を進

めてまいりますが、提案状況の欄にあります

とおり、委員の定数などを定めるなどの条例

改正は、今年度中を予定しております。 

 一方、介護保険法などのように、県民から

の意見をしっかりと聞いていく必要があるも

のにつきましては、第３次一括法でも１年間

の経過措置が設けられていることから、第三

者からの意見聴取、パブリックコメントの実

施等を経て、来年度に条例改正を提案させて

いただくこととしております。 

 次にページの下の欄、基礎自治体への権限

移譲というところをごらんください。 

 今回、第３次一括法で基礎自治体へ権限移

譲される事務は、薬事法に基づくコンタクト

レンズ等の高度管理医療機器販売業等の許可

等と、都市再開発法に基づく市街地再開発事

業における事業認可権限等の２事務です。 

 移譲対象が薬事法に係る事務は、保健所設

置市、都市再開発法に係る事務は、指定都市

であるため、本件ではその移譲先は、いずれ

も熊本市となっております。 

 １つ目の薬事法の高度管理医療機器等に係

る事務は、平成27年４月からの移譲となるた

め、平成25年度は、県として移譲に向けた協

議を行い、平成26年度から円滑な事務引き継

ぎや事業所等への周知を行います。 

 下の２つ目の、都市再開発法の市街地再開

発事業における事業認可権限等については、

平成24年度から既に、熊本県知事の権限に属

する事務処理の特例に関する条例により、権

限が移譲されております。 

 この第３次一括法の対応に関する工程表

が、次の５ページでございます。 

 工程表の記載内容は、６月に説明させてい

ただいたものと変更等はございませんので、

説明は省かせていただきます。この工程表に
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基づき、関係部局で連携して計画的に対応し

てまいります。 

 ６ページをお開きください。 

 ９月13日に開催された、第３回地方分権改

革推進本部で示された資料でございます。 

 ６月の特別委員会で御報告しましたとお

り、現在、国において国から地方公共団体へ

の事務・権限の移譲等の検討がなされてお

り、夏ごろをめどに一定の結論を出すという

スケジュールが示されておりましたが、第３

回地方分権改革推進本部において当面の方針

が示されましたので、御説明いたします。 

 ２、当面の方針をごらんください。 

 現在、国の出先機関が所管する100の事項

について、(1)から(4)まで４つのカテゴリー

に分けて移譲等の方針が示されております。 

 まず(1)ですが、地方公共団体に移譲する

方向の事務・権限が44事項となっており、こ

れは各府省、地方ともに移譲の方向でおおむ

ね考えが一致している事務・権限になってお

ります。下の７ページに具体例が記載してあ

りますので、そちらをごらんください。 

 ７ページ上部の別紙１と書かれた部分が今

御説明した項目になり、医療法に基づく医療

法人（広域）の設立認可・監督、看護師など

の各種資格者の養成施設等の指定・監督等、

道路運送法に基づく自家用有償旅客運送の登

録・監査等の３つの事務・権限が具体例とし

て記載されております。 

 ３つ目の、道路運送法に基づく自家用有償

旅客運送の登録・監査等のみ、今回示されて

いる事務・権限の中で唯一、希望する市町村

を基本として移譲という方向性が明示されて

おります。 

 ６ページに戻っていただき、この(1)地方

公共団体に移譲する方向の事務・権限44事項

については、国の関与等、所要の措置や移譲

の方法等を検討・調整し、本年度中に見直し

方針として具体的な取りまとめがなされる予

定です。 

 次に(2)ですが、関連する事務・権限の移

譲の可否などの検討・調整を要する事務・権

限が29事項となっております。これは、各府

省が移譲を検討している報告聴取や立入検査

といった事務・権限を地方に提示したとこ

ろ、地方がこれに関連する改善命令や業務停

止命令といった事務・権限もあわせて移譲す

るよう求めたもの、あるいはその他の調整が

必要と回答したものでございます。具体例に

ついては、下の７ページをごらんください。

別紙２と書かれた部分が今御説明した項目に

なり、医療法に基づく特定機能病院に対する

報告徴収、立入検査及び緊急時における医療

監視、割賦販売法に基づく包括信用購入あっ

せん業者（クレジット事業者等）に対する報

告徴収・立入検査、直轄河川及び国道に係る

整備等に関する計画、工事及び管理の実施等

の３つが上げられております。 

 これらの事項については、関連するほかの

事務・権限の移譲の可否等を検討・調整し、

本年度中に結論が得られたものについては、

上の６ページ(1)の地方公共団体に移譲する

方向の事務・権限として見直し方針に盛り込

むこととなっております。 

 再び６ページに戻っていただき(3)でござ

いますが、こちらは前の(1)、(2)とは違い、

移譲以外の見直しを着実に進める事務・権限

となっており、３事項でございます。具体例

につきましては、再び下の７ページに記載さ

れております職業安定法に基づき公共職業安

定所が行う無料職業紹介事業が上げられてお

ります。これは、移譲以外の見直しというこ

とで、ハローワークの求人情報を地方公共団

体に提供する取り組みを積極的に推進すると

されております。 

 再び６ページに戻っていただき(4)です

が、引き続き検討・調整を要する事務・権限

が24事項でございます。これは、地方側が移

譲を求めている事務・権限で、各府省が引き

続き国において実施したいとしているものに
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なります。農地法に基づく農地転用の許可な

どが具体例として挙げられており、これらの

事項は、(2)と同じく引き続き検討・調整を

進め、本年度中に結論が得られたものについ

ては、(1)の見直し方針に盛り込まれること

となっております。 

 最後に(5)ですが、今までに御説明いたし

ました移譲等について、法律改正事項がある

場合は、一括法案等を平成26年通常国会に提

出することを基本とするという方針が示され

ております。 

 ８ページをお開きください。 

 同じく９月13日に開催された、第３回地方

分権改革推進本部で示された資料でございま

す。地方分権改革の総括と展望に関する政府

の今後の取り組みについて記載されておりま

す。 

 上の枠囲みにございますとおり、平成５年

の衆参両院の地方分権の推進に関する決議か

ら、第１次分権改革、三位一体改革、第２次

分権改革、地域主権改革を経て、ことしで20

年でございます。 

 このような長い歴史の中で、地方分権改革

は地方公共団体における実践の段階に入り、

一定の成果があらわれてきているとされてお

ります。 

 そこで政府としては、下の枠囲みのところ

でございますが、下の３つのポツに掲げられ

ている取り組みを行う予定としております。 

 まず１つ目のポツにあるとおり、優良事例

を収集し、課題を抽出して一旦これまでの取

り組みを総括しようという取り組みでござい

ます。 

 次のポツですが、２つ目として、それを踏

まえて今後の展望を取りまとめ、今後取り組

むべき方向性を明らかににするための取り組

み、最後の３つ目のポツですが、国民や地方

に対し改革の成果や優良事例をわかりやすく

発信する取り組みです。 

 このため、当面の取り組みということで、

左下の枠囲みでございますが、総括と展望の

ための取り組みでございます。地方分権改革

有識者会議において、①地方公共団体に対す

る調査、②学識経験者や地方六団体からのヒ

アリングを実施することとされております。 

 そして、下の今後のスケジュールでござい

ますが、以上のような調査・ヒアリングを踏

まえ、有識者会議において年内に中間取りま

とめを行う予定となっております。 

 さらに、年明けに地方から意見聴取を行

い、来年春に最終取りまとめを行い、今後取

り組むべき方向性を明らかにすることとされ

ております。 

 また、右下の枠囲みにございますように、

地方分権改革の成果の国民や地方に対するＰ

Ｒとして、１、ホームページなどを利用した

ＰＲ、２、地方の現場におけるＰＲの実施が

計画されております。 

 ９ページをごらんください。 

 平成25年８月29日に開催された、第４回地

方分権改革有識者会議で示された資料でござ

います。 

 ページ左側に事務・権限の移譲と、右側に

地方分権改革の総括と展望のスケジュールの

案が記載されております。この２つの取り組

みのスケジュールについては、今し方簡単に

御説明させていただきましたが、改めて紹介

させていただきます。 

 左側の、事務・権限の移譲等をごらんくだ

さい。 

 今後の動きとしては、下から２行目に記載

されているとおり、地方公共団体に移譲する

方向の事務・権限について、移譲の方法など

をまとめた見直し方針が、12月に閣議決定さ

れる予定です。また、３月には一括法案が閣

議決定され、通常国会に提出するというスケ

ジュールになっております。 

 次に、右側の地方分権改革の総括と展望を

ごらんください。 

 ページの中ほどに記載されているとおり、
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今月から10月にかけて地方公共団体への調査

が行われ、また、12月にかけて地方分権改革

有識者会議が月２回程度開催され、学識経験

者、地方六団体からのヒアリング等が行われ

る予定です。これらを踏まえ、12月には中間

取りまとめがなされる予定になっておりま

す。その後、１月から３月に、有識者会議の

地方懇談会の開催、４月から５月にかけ有識

者会議で総括と展望に関する取りまとめがな

され、６月の骨太の方針に反映されることと

なっております。また、６月から７月には、

地方分権改革シンポジウムを開催し、７月以

降に最終取りまとめを受けた検討・整理を推

進していくというスケジュールになっており

ます。 

 地方分権改革関係の説明は、以上でござい

ます。 

 続きまして、道州制関係について御報告を

させていただきます。 

 12ページをお開きください。 

 道州制関係の動きを一覧にしております。 

 下のほう、下線を引いている部分が、今回

の新たな動きとなります。 

 まず１行目の、自民・公明両党は、道州制

基本法案の国会提出で合意しておりました

が、提出されないまま６月26日、通常国会会

期末を迎えております。 

 次に下のほうでございますが、７月８日、

９日の両日、全国知事会議が愛媛県で開催さ

れ、道州制に関する議論も行われました。本

県知事も出席しております。 

 会議では、推進派、慎重派、反対派などそ

れぞれ多くの意見がありましたが、与党の道

州制基本法案については、今後修正される可

能性もあるため、取りまとめとしては法案へ

の賛否については述べず、問題点を列記して

それを提示するという形で「道州制の基本法

案について」として集約されました。その内

容については、次の13ページ以降に掲載して

おります。 

 13ページをごらんください。済みません、

ここから資料が縦になっております。 

 まず、冒頭の部分で、基本法案には道州制

の必要性や理念・姿が明確に示され、その上

で国と地方、双方のあり方を見直す抜本的な

改革が必要であることが明確にされなければ

ならないとした上で、自由民主党を初めとす

る４党において、統治機構改革という最重要

課題について積極的に問題提起されているこ

とは評価するものの、こうした事項が明確に

されていないという問題点を指摘し、基本法

案のあり方について意見を述べるとしており

ます。 

 意見の内容は大きく分けて３つあり、まず

中ほどの枠囲み１、基本法案において最低限

明確に示すべき事項として法案への明記を求

めており、次に14ページの下の枠囲み２、基

本法案において方向性を示した上で、さらに

具体的な議論を行うべき事項についてとし

て、法案への明記までは求めないが、今後、

十分具体的な議論が必要と指摘、そしてその

次のページにいっていただいて16ページの枠

囲み３、道州制の論議と並行して実施すべき

地方分権改革についてとして、道州制の検討

を理由に地方分権改革を停滞させることのな

いよう求めております。 

 申しわけありませんが戻りまして、13ペー

ジの１の、基本法案において最低限明確にす

べき事項については、まずその下の下線部分

でございますが、１の１、国民的議論が行わ

れるよう、今なぜ道州制なのか、道州制の理

念や姿が具体的かつ明確に示されなければな

らないとして、①道州制の必要性や、②メリ

ット・デメリットなどのイメージを示し、次

の14ページでございますが、③積極的な情報

発信を行って、国民的議論を巻き起こすこと

を求め、また、④道州制の根幹部分について

は、国と地方の協議の場を初め、さまざまな

機会を通じて十分協議し、地方の意見を十分

に反映させることを求めております。 
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 次に、下線を引いてある部分、１の２、道

州制は中央集権を打破し、地方分権を推進す

るものであることを明確に示さなければなら

ない、として、①中央府省の解体再編を含む

国と地方双方のあり方を見直す抜本的な改革

であること、②国の役割を限定列挙し、道州

や市町村の役割を明確に示すことを求めてお

ります。 

 次の下線部１の３、道州制は地域間格差を

拡大させることなく、国民の幸せの向上につ

ながるものでなければならず、格差是正の仕

組みを明確に示さなければならないとしてお

り、この国民の幸せの向上につながるもので

なければならないというところは、本県知事

の意見でございます。 

 具体的には、①国民生活のナショナルミニ

マムを維持可能な税財政制度の方向性を示す

こと、②道州間や道州内の基礎自治体間の財

政力格差が生じないような財政調整制度のあ

り方を示すことを求めております。 

 次に枠囲みの２でございますが、さらに具

体的な議論を行うべき事項については、右の

15ページ上の下線部で、まず２の１、道州の

自治立法権と国会の立法権の範囲、あわせて

国の立法機関のあり方について十分議論すべ

きであるとして、①道州と国の立法権限の範

囲、相互関係の見直しの方向性、②国会議員

の削減数や二院制の見直しの方向性、③直接

公選制と考えられる道州の首長と国の議院内

閣制との関係について議論が必要と指摘して

おります。 

 次に中ほどの下線部分２の２、道州制にお

ける基礎自治体のあり方や住民自治を確保す

るための方策について十分に議論すべきであ

るとして、①道州制における基礎自治体の強

化方針とその手法、②基礎自治体として十分

な権能を発揮するための方策、③大都市と道

州との関係、④住民自治の強化方策について

の議論が必要と指摘しております。 

 さらに、下の下線部分２の３、道州と国が

十分に機能を発揮できる税財源の確保につい

て具体的に議論すべきであるとして、①道州

が十分な税財源を確保するための具体的な方

策や、②国、地方の債務の削減についての十

分な説明などを議論する必要があるとしてお

ります。 

 最後に、次の16ページの枠囲みでございま

すが、３、道州制の議論と並行して実施すべ

き地方分権改革についてとして、①事務・権

限の移譲や義務付け・枠付けのさらなる見直

し、②国出先機関の移管、③事務・権限移譲

について特区制度の活用、④国と地方の役割

分担に応じた税財源配分の見直しと、税財源

の偏在性が少なく税収が安定的な税体系の構

築、持続可能な地方交付税制度の確立と地方

一般財源の充実などを求めています。 

 以上が、全国知事会が取りまとめた意見で

ございます。 

 申しわけありませんが、12ページにもう一

度戻っていただきまして、一番下の下線部の

ところでございます。下から３行目でござい

ます。 

 ８月６日には、今、御説明した道州制の基

本法案をもって、全国知事会の上田埼玉県知

事が、自民党道州制推進本部に要請活動を行

っております。 

 同じくその次、９月２日には上田知事が新

藤内閣府特命担当大臣に要請活動を行ってお

ります。両日とも非公開で行われており、報

道では、８月６日自民党への要請活動では、

意見は法案を修正する中で生かしていきたい

という発言がございましたが、どの部分かの

発言はなかったと伝えられております。 

 ９月２日の新藤大臣への要請活動では、大

臣から、道州制についてはしっかりとした国

民的議論が必要であるという基本を再確認し

た。国の根底から見直す作業であるから、ま

ずは与党と国会での議論を詰め、それを受け

て我々行政側で対応していきたいとの発言が

あったと報道されております。 
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 最後に、12ページの一番下のアンダーライ

ンのところでございますが、９月６日、県と

熊本県町村会役員との意見交換を実施し、そ

の中で道州制について意見交換を行いまし

た。 

 県町村会からは、嘉島町長の荒木会長を初

め評議員の方々に御出席をいただき、県から

は二役が出席しております。 

 会議では、道州制の導入で、市町村の再編

を強いられ、地域間格差が拡大するのではな

いか、住民が遠くなり地域の独自性が発揮で

きないのではないかといった、道州制につい

ての不安や懸念が示されましたが、地域住民

の幸せが一番大切であるということでは一致

し、今後、住民の幸福量の最大化という最終

目標を共通基盤として、事務レベルで今後も

意見交換を重ねていくという結論になってお

ります。 

 道州制関係の説明は、以上でございます。 

 

○溝口幸治委員長 以上で説明が終わりまし

たので、これより質疑に入ります。 

 質疑の方は挙手をお願いしたいと思いま

す。できるだけ論点を絞って簡潔に質問をし

ていただいて、答えるほうも的確に答弁をお

願いしたいと思います。 

 

○前川收委員 まずは一括法の話なんですけ

れども、さまざまな権限移譲のものが１つず

つ数字ごとに出てきておりますけれども、初

めて今回、市町村が望むものというのがどこ

かに出てきましたね。７ページの、国土交通

省の道路運送法に基づく自家用有償旅客運送

の登録・監査等という部分は、希望する市町

村を基本とし移譲するというのが――ちょっ

と待ってください、まだ途中で言っているの

で――出てきておりますけれども、基本的に

これまでずっと移譲してきたものについて

は、要するに法律で移譲しなさいという形で

進んでいき、要らないものもやらざるを得な

いという形になってきたから、あえてここで

希望する市町村という形が出ているのかなと

いうふうに思いますが、その辺の確認をちょ

っとしてください。御答弁を。 

 

○小原企画課長 この有償事業の輸送に関し

ましては、今回、町では既に30を超える市町

村が実施をしております。 

 そういう意味で、今後ＮＰＯや市町村が自

家用車を利用しての有償で輸送できる制度に

ついて、登録上の手続等で事務を引き受けた

いというところでは行うということになって

おります。 

 ただ、先ほども申し上げた、これまでの経

過につきましては、私のほうではちょっと把

握をしておりません。 

 

○前川收委員 調べてもらいたいんですけれ

ども。結局、一括法でどんどんどんどん権限

移譲していくのはいいんでしょうけれども、

うちは要らないと、コンタクトレンズの許可

なんて、ちっちゃな村でそんな、何年に１回

あるかないかわからないような申請事務みた

いなものまで一括法、どっちかというと一括

法には余り人目に触れないような、そういっ

たものから先にずっと移譲してきたというの

が、私の印象としては思っておりますけれど

も。そういうのが法律で決められて、要らな

いものまで押しつけられて市町村にどんどん

どんどん移譲していくと。そうなると、前に

も僕は１回お話ししたことがあるけれども、

市町村の事務だけ膨らんでいって、権限移譲

を受けたならば結果として窓口だけはやっぱ

りつくらなければいかぬ。つくった窓口はそ

れなりに、その申請事務についての研修を受

けなければいけない。それはいつ使う機会が

あるかわからなくても継続しておかなければ

ならないというような、何かばかげた、全然

効率化じゃない、非効率的なことまで含めて

移譲の対象になって、どんどんどんどん押し
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つけられているということについては、おか

しいとずっと僕は思っていまして、今回この

中に希望する市町村という形が出てきたわけ

でありますから、今後、私はやっぱり移譲を

推進していく上において非常にこれは大事な

言葉だと思っているんですよ。移譲すること

もできますと、要らない人はやらなくていい

という話があってもしかるべきだと。その形

が今後どう展開されていくかということは、

ある程度アピールしないと。多分、全部地方

が欲しがっているというふうに思われている

かもしれませんね。欲しがっているものと要

らないものと、私はあると思うんですよ。そ

んなものは県に要りませんという部分も、多

分私はあると思います。ただ何となく権限移

譲、地方分権と言えば、錦の御旗のような話

になって、何でもかんでも移譲して、ただ、

逆移譲したらどうですかと前回の委員会で、

県が一旦市町村に移譲して、それを逆に県が

移譲してもらう、移譲というか事務代行をす

るということまで考えていかなければいけな

いんじゃないかという話をしておりました。

これまでの流れの中においては、この希望す

るというところがあったかないかは誰かわか

らないんですか。法律で決められたら何月何

日までに全部移譲しなさい、という世界でや

られてきているんですかね、やっぱり。誰か

確認できませんか。 

 誰もいない。じゃあ、わかりました。 

 基本としてはこういうやり方のほうが、私

は市町村にとっても県にとっても望ましいや

り方だというふうに思っておりますので、で

きれば、いろんな議論はあると思いますけれ

ども、そういうことを国に対しても、分権一

括法はこれから総括ともう１回展望というも

のを国もやっていくということでありますの

で、ぜひそういった意見も知事会あたりでも

述べていただいて、分権は押しつけられたも

のでやっていって、望まない権限までくれと

は言ってないということ、そういったところ

は市町村からたくさんそういう話が聞こえて

きますので、ぜひそこを少し考慮していただ

ければというふうに思います。県からの発信

の仕方として。 

 それと、もう１ついいですか。 

 

○溝口幸治委員長 はい、どうぞ。 

 

○前川收委員 道州制の話。知事が今回の一

般質問の御答弁の中でもいろいろ議論をし

て、最終的に行き詰まってくると、最後は道

州制と、道州制がかなえばできますというよ

うな、起承転結の結の部分で道州制という言

葉をよく引用なさっていらっしゃって、御本

人はもちろん推進ということで表明なされて

いるということについては、今回の代表質

問、一般質問を聞きながら非常にそういう印

象を私は受けました。 

 ところで、まだこの道州制の基本法案につ

いての意見を全国知事会でおまとめになって

いらっしゃる中にあっても、知事会の中でも

賛成、反対、まだわからぬという３種類の人

がいらっしゃるという前提の中で、あれほど

道州制を推進するという言葉を知事がおっし

ゃっているということの根拠には、蒲島知事

もしくは熊本県政がイメージしている道州制

があるんだろうと私は思っておりました。そ

れがないのに、なぜ道州制が必要だと言える

のかというのは、誰だって基本的に思う疑問

ですよね。最後は道州制ですとおっしゃる。

自分がイメージしている、もしくは県がイメ

ージしている道州制というものの姿というも

のを、誰か確認しているのかどうか、ぜひ御

答弁をお願いします。知事の頭の中だけなの

か、それとも要するに庁内的に議論があって

いるのか。 

 

○内田総括審議員 道州制の議論、特に九州

モデルの議論、戦略会議などでずっとやって

きました。その中では、その枠組み的なもの
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はある程度提示されて、九州としての考え方

はある程度できていると思います。 

 ただ、今、前川委員がおっしゃいましたよ

うに、じゃあ知事としてそれから県としてと

いうスタンスでございますけれども、知事と

しては、基本的にいわゆる幸福量の最大化の

ための道州制というような大きな枠組みでは

確かに進めようということはありますけれど

も、じゃあ個別の課題があるということは知

事も認識しておられまして、それで、じゃあ

財政調整制度とか市町村との関係とか、そう

いうところまではまだ具体的に十分議論が煮

詰まっているというところまではいってない

というふうに思います。 

 

○前川收委員 私は、県民の幸福量の最大化

のためには、簡単に言えば道州制が必要です

というこのロジックというのは、非常に安易

過ぎて、わかりづらいと思っています。とい

うのは、その道州制のイメージがほかの人に

伝わってない、もしくは皆さんも明確に見え

てないというのに、なぜ道州制ならば県民の

幸福量は最大化するのか、それがわからない

んだと私は思っています。私は非常に、今、

道州制についてはかなり懐疑的になってき

て、この委員会の議論をずっと一貫してやっ

ている中で、非常に危機感を見ておりまし

て、余り安易にやるべきじゃないと、やっぱ

りきちっとした本当に詰めの一つ一つの積み

上げの議論をやらないと非常に危険だ。多分

その認識というのは、町村会の皆さん方もか

なりの部分で共有なさっていらっしゃる、基

礎自治体側から見たときの道州制というもの

が、県から見たときとは違う見え方をしてい

るというふうに思っております。 

 そこで、あれほどやっぱり公式な一般質

問、代表質問の御答弁の中で、県民の幸福量

の最大化のためには、究極的には道州制が必

要だというお話をなさるのであれば――する

なとは言いません、していいです。していい

けども――その理由をやっぱりきちっとわか

りやすくお示しにならないと、さっき最終的

には道州制で全て片づけてしまう、道州制と

言えばそれで済むという、さっき言った地方

分権、分権が必要ですと言えばそれで済むと

いう、その世界に道州制が入ってきているよ

うな気がして――私の個人的な話なんですけ

れども――気がしてなりませんね。 

 だから、やっぱり知事としておっしゃると

きに、こうこうこういうことが可能になる道

州制であれば県民の幸福量につながりますと

かね、こうこうこういう道州制であれば、こ

れはやるべきではないとか、もうちょっと踏

み込んだお話をなさらないと、道州制がイメ

ージ先行で、全ての物事に対して全て道州制

であれば大丈夫と、オーケーと、幸せになれ

るという誤った、全国知事会もそれではない

ということを、今回の知事会としてのアピー

ルの中では書いていらっしゃるわけですか

ら。それと、やっぱり誤ったメッセージを

ね、道州制になれば道州制になればと言い続

けることは非常に誤ったメッセージを県民に

届けてしまう結果に今なりつつあるんじゃな

いかなというふうに思いますので、ぜひ、正

しいか間違っているかはそれぞれ個人の主観

によっては違うと思っていますので、あえて

知事が思っていらっしゃる道州制というのは

どういうものなのかということを、ぜひまと

めてもらいたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

○内田総括審議員 はい、わかりました。 

 知事の代弁をしますと、日ごろから道州制

は手段であるというのが１つ大きな視点で、

先ほど課長が申しましたように幸福量を最大

化することが目的であるということです。 

 知事の中には、今の画一的な中央集権制度

を改めて、地方のことは地方をよく知ってい

る地方が責任を持って決定していくのが大事

であるということで、その地方分権のほうも
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非常に関心をお持ちで、これを進めていかな

ければならない、その手段としての道州制で

あるということです。 

 少子・高齢化、それから東京への一極集

中、経済のグローバル化というような社会情

勢の大きな変化に対応するためには、数百年

前の社会情勢を、ある面、都道府県制度をも

とにつくられてきたというところもありま

す。それで、少し枠組みを外れるものが多く

あるんではないか、オール九州で対応すべき

ことが、いわゆる分権の受け皿としてはふさ

わしいのではないかという思いが知事の中に

あるというふうに思っています。高速道路網

の整備、それから広域的な課題、先ほど申し

たように効率的・効果的な資源配分を地方の

視点に立って自立的にやっていくということ

に対しては、道州制のほうがすぐれているん

じゃないかということで、委員がおっしゃい

ましたように、懸念も非常にコミュニティー

レベル、市町村レベルからすれば大きなこと

があると思います。 

 一方で、分権という形では、今の市町村制

度を超える課題解決のための１つの枠組みが

必要であるというところで、知事はそういう

個々の話はまたこれから、どういうふうな解

決策を持っていくかということで議論を進め

ていくという話になるかと思いますけれど

も、方向性として分権、大きな課題に対応す

るためには道州制、九州という大きな、例え

ばまとまりという形での解決策が今は必要で

はないかというふうに思われているというふ

うに理解しております。 

 

○前川收委員 それは手段の部分、道州制は

手段だというのはよくわかりますけれども、

手段の中身がよくわからないということで

す。つまり危険な部分も含まれているという

話をちょっとお話しされましたけれども、今

我々が余り深く、さらっと言葉だけでしか聞

いてない知事の話だけで聞くと、懸念の部分

は言われたことはないですね、ほとんど、人

前でというか我々の前で。全部、最後は道州

制ですという話になっているので、そこがや

っぱり私は問題だと思っています。道州制で

いい部分もあるかもしれません。それは主観

ですから、それぞれいいか悪いかはその人の

判断でしょうけれども。しかし、怖い部分も

悪い部分もあるということもあわせて言わな

いと、道州制は全部バラ色だなんて、私は絶

対思っていません。知事の今の発言は非常

に、安易と言うといかぬですけれども、全て

最後は道州制になればということで、そこで

決をとってしまうというか、それでおさめて

しまっている懸念が強く、私からは見えてお

ります。もっと丁寧に道州制の話、例えば財

源論の話だってあるし、例えばナショナルミ

ニマムの話だって、地方の独自性が必要な部

分と地方が独自性を持ってはならない部分、

日本の国としてのナショナルミニマムを維持

しなければならない部分と、それは両方ある

わけですね。全部地方が勝手にやれなんて言

い出したら、日本の国民性とか国民の統一

感、アイデンティティーはどうなるんですか

という世界だって、これは当然あります。大

阪府みたいに教育の問題まで大阪府構想でや

るとおっしゃっている。大阪で受けた教育と

熊本で受けた教育は違う内容に結果としてな

ることが、本当に国家としていいことですか

という部分、それは右とか左とかの話じゃな

くて、違っているということについては、や

っぱりおかしいと思いますから、守れる部分

はちゃんと守ると。 

 それから、九州の中で合同でやらなければ

ならない部分があるというのは、わかりま

す。市町村だって、そういう部分はやってき

ました。市町村のほうが、むしろ県より前進

的ですよ。広域行政、一部事務組合をつくっ

て、例えば下水道の処理だって、それから消

防だって、そういったことは今でもやってい

る。その進化系の中に市町村合併というもの
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はあったと私はずっと見ているんですね。そ

れが成功だったか失敗だったか、今後の検証

は今からですけれども、中には失敗例も私は

あると思っています。では、九州の中で何を

やっているんですかと。余りよく見えません

けれども、民間と一緒に観光機構をつくっ

て、九州内これが全部入っているという話で

すね。あと熊本県がやっているのは、長崎と

一部事務組合をつくって、有明航送船という

フェリーを動かしている。それ以外に何かや

っていることは、私は余り見えないですね、

行政レベルでは。何か民間も含めたぼやっと

したものはあるかもしれぬけれども、事務と

してやっているのは、多分その一部事務組合

の有明航送船だけだと思います。それはなぜ

かというと、本当に必然があるかないかの話

だと思います。やろうと思えば、今の制度で

もできるんですよ、長崎でやられているわけ

ですから、やろうと思えば。でも、やらなけ

ればならない必然がないからできてない。つ

くってない、つくる必要がない、それが今の

現状だと思っていまして、それなのに道州制

だとおっしゃっているところが、どうもよく

わからないと思っております。 

 もっと具体的に、そういったところを詰め

ていかないと、全てが道州制と言えばそれで

おさまるということではないということの指

摘をしておきたいと思いますし、そういった

懸念材料を全く知事が持っていらっしゃらな

いわけではないだろうと思っていますので、

懸念材料も含めて、知事が持っていらっしゃ

るイメージというか、もうちょっと具体的な

一歩進めた、あれほどおっしゃるんだから、

道州制が必要だとおっしゃるんだから、その

内容について教えてもらえればと思います。

次でもいいです、まとめて。何か県としてま

とめてあるものはあるんですかね。もしくは

知事としてまとめてあるものとかは。 

 

○内田総括審議員 県というよりも、先ほど

言いましたように九州地域戦略会議でつくり

ました九州モデル、その中に入って議論を進

めてきたということで、県としての意見とし

ては、それが一応今の段階での１つのまとめ

というふうに我々は考えております。 

 先ほど委員からありましたように、財政調

整制度とか先ほど言いました市町村の問題と

か、いろんな懸念があるというのは我々も十

分認識しておりますし、バラ色ではない。あ

る面では、この道州制の特別委員会の設置目

的も、そういう懸念材料をやはりきちんと明

らかにした上で、今後の国の道州制議論に地

方としてどういうふうに客観的な意見を申し

上げていくかという設置目的だろうと思いま

すし、我々もそういう意識の中で、懸念につ

いては把握し、いろんな場面で内部的な議論

の中においては発言しているというところで

ございますので、これからもただ単にバラ色

ということではなくて、懸念も含めて研究・

調査活動を進めていきたいというふうに思い

ます。 

 

○前川收委員 もう１つ、ごめんなさい。最

後です。 

 全国知事会でまとめられたときに、賛成、

反対、中間的な懸念と３つあると思います。

九州の知事は全部賛成とおっしゃったんです

かね、道州制については。 

 

○小原企画課長 全員ではございません。そ

れぞれ賛成、反対と、はっきり言明されて答

えられている方はなく、発言の中で、大体賛

成寄りではないかとか、慎重論だとか、そう

いった感じでございます。 

 

○前川收委員 ということは、九州モデルそ

のものは全会一致できちっと、もうコンセン

サスがとれているのかどうなのか。それと、

この基本法案についてという全国知事会でま

とめられている、これはどっちにでもとれる
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わけですけれども、この全国知事会のやつは

どうとでもとれる、賛成でもあり反対でもあ

り、ここだけを直せという話もありという両

方入っているやつだからなかなかまとめにく

いと思いますけれども。九州モデルについて

は最終的には全ての知事が、これでいきまし

ょうというコンセンサスになっているという

認識でいいんですかね。 

 

○小原企画課長 はい、そのとおりでござい

ます。 

 

○前川收委員 はい、わかりました。 

 

○大西一史委員 道州制についてちょっと話

が出たので、先にそっちのほうからお尋ねし

ます。知事が本会議で答弁された中で、町村

会との意見交換は、改めて町村会としては反

対ということの意見表明があったということ

です。ただ、その中でも知事と町村長という

立場の違いはあっても、お互いが率直に意見

を交わしたことで、考え方の異なる点や相通

じる点をよく理解できたということなんです

が、相通じる点というのは、具体的にどうい

うことだったのか教えてください。 

 

○小原企画課長 共通点に関しましては、同

じ地域住民の生活をあずかる首長として、目

的はお互い住民の幸福量を最大化すること

と、そういう点で一致しております。 

 

○大西一史委員 それだけですか。 

 

○小原企画課長 共通点はですね、それだけ

というか、そういうことでございます。 

 

○大西一史委員 では、ほとんどが異なる点

だったということで理解してよろしいんでし

ょうか。 

 

○小原企画課長 はい、先ほども一部説明申

し上げましたが、町村会からの意見について

主なものは、まずはそのイメージがはっきり

しないと、道州制に関するイメージがはっき

りしない。それから市町村の再編を強いられ

るのではないか。また、新たな集権体制がで

きるのではないか。また、都市部とその周辺

区域の格差が広がるということなど、地域の

独自のきめ細かな対応ができなくなるのでは

ないか、といったことが主な御意見でござい

ました。 

 

○大西一史委員 考え方の異なる点は、我々

もここでいろいろ議論しているので、よくわ

かるんですよ。 

 相通ずる点というのが、住民の総幸福量を

最大化するという点だけだったというのは、

何をもってこれを知事が有意義だとおっしゃ

っているのかが――答弁で有意義だと考えて

ますというふうにおっしゃったんで――それ

を私はよく理解できない。町村長の意見交換

の中では、逆に言えば意見対立のほうがほと

んどであって、実際には合致した部分という

のは、住民の幸福量は最大化と。みんな合致

しますよ、そんなものは。 

 だから、そういう意味ではさっき前川委員

がおっしゃったように、道州制についての知

事の具体的なお考えというのは余り中身がな

いのではないかなというふうに、私はやっぱ

り理解せざるを得ないなと。 

 なかなか、この道州制という非常にふんわ

りした、姿の見えない話の中で、我々もこの

議論をするというのは非常に難しいんですけ

れども、現在の都道府県制の限界はどこにあ

るのかということを追求していくことが、や

っぱり必要なんだろうと思います。知事の答

弁の中で、現在の都道府県制を前提とした分

権に限界があるとはっきりおっしゃっていま

すね。どんな限界ですか。 
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○小原企画課長 知事が日ごろ申し上げてい

るのは、熊本県という単位だけでは小さい部

分があると。より大きな枠組みでやったほう

が、より九州の住民の方にとってプラスにな

る点としては、例えば広域の観光や広域の産

業、人材育成、あるいは広域の緊急医療、ド

クターヘリ、それから広域の防災、そういっ

たものを挙げておられます。 

 

○大西一史委員 ということは、限界点とい

うのはそれだけというふうに認識していいん

ですか、現時点で。知事が挙げておられる都

道府県制の限界というのは、それだけなの

か。 

 

○小原企画課長 今のは一部でございまし

て、それ以外についてもあると思っておりま

す。 

 

○大西一史委員 それで、それがはっきりし

ないんですよね。だから、都道府県制を前提

とした分権というものの限界が、どこにある

のかというのは、やっぱりこれが道州制に向

かうにしろ向かわないにしろ、一番大きなポ

イントだろうというふうに思います。 

 私も今回いろいろ議論をしていて、例えば

ＩＣカードの議論なんていうのは――何か蒸

し返すようでまたあれですけれども――市レ

ベルでもなかなか調整ができない。そういう

ときに、やっぱり県が広域調整的な形で乗り

出す、１つあるのかなと思いながら聞いたの

で、なかなかそれもできないということであ

れば、これは１事例だからそれだけが全てだ

とは言わないけれども、だけど、本当に県の

役割というのは一体何なのだろうなというの

を考えさせられる今回のあれだったんです

ね。だから、そういう意味ではここの部分

の、その都道府県制の限界というのをもう少

しきちっと出していただいて、その上でさっ

き前川委員がおっしゃったように、道州制と

分権についての大きなきちんとした考え方、

具体的な考え方をまとめていただかないと、

どう幸福量が上がるのかというのはさっぱり

わからないということなので、それをお願い

をしておきます。 

 それと、もう１点済みません、委員長。 

 16ページ、これは知事会の資料で、国の出

先機関の廃止に向けた大幅な事務・権限の移

譲、義務付け・枠付けのさらなる見直しとい

うふうになっていますが、国の出先機関の廃

止というのは、これはもう民主党政権のとき

からずっと言っている話でありますが、一方

では町村長も含めて、国の出先機関というの

はやっぱり必要なんだという議論がありま

す。 

 現時点で、これは一応知事会で出している

から、この考え方に熊本県も基づいているん

だろうと思いますが、国の出先機関は必要で

すか、不要ですか。お聞きします。どう思っ

ておられるのか、現時点で。 

 

○小原企画課長 国の出先機関については、

民主党政権の中で新たな「国の出先機関の事

務・権限のブロック単位での移譲について」

を閣議決定されました。その後、現政権にな

ってあり方を検討していくということで、ま

た振り出しに戻っているところでございます

けれども、私としては個人的には、重なる部

分はやはり随分あると思いますので、その部

分については、地方に移譲した部分もいい部

分もあれば、最終的にはやっぱり国がやらな

ければならない部分、先ほど前川委員がおっ

しゃっていたような部分もあると思っており

ます。 

 

○大西一史委員 国の出先機関は、私は、廃

止という方向は１つの分権の流れの中で、地

方の自由度を増すという意味では大きなもの

だというふうに思っていて、そこは推進すべ

き部分もあるなというふうに思ったんです
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が、ただ、いろいろ災害の面、防災の面も含

めてスケールでやっていくという場合の中

で、本当にこれは国の出先機関のただ単純な

廃止に向けたこの大幅な事務・権限の移譲と

いうのじゃなくて、やっぱりこの中身の精査

ですよ。だから国でやるよりも都道府県でや

ったほうが、より効率的で効果的で、しかも

早くできるものというのは一体何なんだとい

うことを、もっともっと具体的に落とし込ん

でいかないと、もうずっとこの話、何年やっ

てますかという話なんですよね。 

 それで、逆に言えば、本当に国でやってい

ただいたほうが財源的にもきちんと統一でき

て、しかも権限も非常に強くコントロールで

きて早く進むという面なんて相当あるという

ことは、ここ数年で随分わかってきたのじゃ

ないかなというふうに思います。だから、そ

の辺の整理もしっかりやっていただきたいと

いうことはお願いしておきます。これ以上こ

の問題をいろいろやっても、企画課長、多分

お答えはなかなか難しいと思いますので。 

 それと、もう１点ほど。 

 ６ページ以下の、国から地方公共団体への

事務・権限の移譲等に関する当面の方針とい

うところですが、その当面の方針の中で44事

項ですね、地方公共団体に移譲する方向の事

務・権限ということで、これだけじゃ足りな

いので、私もこれ細かく見てみたんですけれ

ども、44事項のうち36事項が厚生労働省マタ

ーなんです。その中で、しかも、例えばあん

ま・マッサージ師とか鍼灸師に関する法律に

基づく養成施設の認定及び監督とかですね。

だから、栄養士にしたって、理容師にしたっ

て、美容師にしたって何にしても、その養成

施設の指定及び監督とか、そういったことば

かりが、かなり大半を占めているんですが、

これら44事項を都道府県に権限を移す、全国

一律に移譲された場合に、どのくらい熊本県

にとってメリットがあるのか、具体的なメリ

ットというのは一体何なのかということを教

えていただきたいというのが１つ。 

 それともう１つ、ここに掲げられたいろん

な事務・権限の中が移譲されるということな

んですが、これは県内にどれだけ対象の養成

施設なり、何なりというのがあるのかという

のを教えていただきたい。 

 

○古閑健康福祉部首席審議員 まず具体的な

メリットの話の部分でございますけれども、

こちらは、まず一番大きいのは事務処理の短

縮が挙げられるかと思います。 

 といいますのは、今、国のほうに最終的に

は指定・監督の権限はございますので、それ

が都道府県でできるということの意味でござ

います。もう１つは各地元のいろんな養成施

設等が、今までは国に相談とか助言を求めら

れておられましたけれども、これが県のほう

に相談・助言を求めることができるというこ

とで、身近なところで、そこら辺の県として

の指導・助言ができるということが挙げられ

るんではないかなというふうに考えておりま

す。 

 具体的な数でございますけれども、例えば

保健師、看護師等の養成所につきましては県

内９施設ございます。あと、そのほかちょっ

と手元にございませんけれども、そういう状

況でございます。 

 

○大西一史委員 今、事務処理の短縮と身近

なところでいろいろそういうあれができると

いうけれども、施設自体も今、余り具体的に

はお答えにならなかったが、例えばそういう

９施設であるとか、物によっては１つか２つ

とかというところも多分多いと思うんですよ

ね。そうすると、本当にこれは事務処理の短

縮というのが、例えば標準処理日数というの

を大体定めてありますよね、内規で。これ大

体どのくらい減るかとか、そんなことは計算

されていますか。 
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○古閑健康福祉部首席審議員 いえ、具体的

にはまだそこまではやっておりません。 

 

○大西一史委員 それで、それも含めてなん

ですけれども、44事項を眺めたときに、本当

にこれが果たして県民の総幸福量を上げるほ

どの分権改革なのかといったらどうなのか

な、というふうに私はやっぱり思います。 

 それで、こういったものも含めてなんです

が、ここに書いてある全てのものに対して、

やっぱりそういう具体的にどうなんだという

ことをもう少し細かに、きょうここでだっ

て、もう権限移譲されてしまって、例えば来

年からというふうになれば、それは、もうそ

のぐらいのことは、ぱっぱっと答えていただ

かなければならないようなものだろうという

ふうに思います。県として、それを移譲する

ことにどういう意味があるのか、意義がある

のかということを整理をしておいていただき

たいということを、これは全庁的にお願いを

しておきますということです。 

 特にさっき、例えば自家用有償旅客運送の

部分に関する事務・権限の担い手は、これは

市町村が受けるということ、希望する市町村

にというふうになっていますが、ただ、これ

なんかでも市町村が希望しない場合は、都道

府県が市町村にかわって役割を果たすことが

できるので、都道府県にも移譲することがで

きるようにすべきだというふうに、実は書い

てあるんですね。こういうのは都道府県に移

譲されたほうがいいというふうに思われます

か、どうですか。 

 

○小原企画課長 これは、それぞれ市町村に

おいてどのように判断をされるかで、やっぱ

り決まってくるものだと思っております。市

町村のほうで、ＮＰＯがやっているものもあ

れば、市町村が運営しているのもあると。も

し権限が市町村に下りてくればいろんな――

先ほどもお話がありましたように――手続上

非常に簡便になるので、地域の住民の方々に

とってメリットになるという判断があれば市

町村がされればよろしいですし、そういった

メリットがないと、うちは県のままでお願い

したいということであれば、それは県の方で

事務を引き継ぐということになるかと思いま

す。 

 

○大西一史委員 その辺の整理も含めて、と

りあえず具体をやっていただきたいというこ

となんですね。特にこの自家用有償旅客運送

関係については、国のほうで運営協議会とい

うのがあって、そこでローカルルールという

のをいろいろ決めているんだけれども、これ

が非常に不透明なんですよ。これが非常に問

題があるということは以前から言われてい

た。総務部長も健康福祉部長をやられている

ので、この辺はよくおわかりなんじゃないか

なというふうに思いますが、こういったもの

も逆に下りてきたときに、例えばいろんな反

対も含めて、タクシー協会であるとかこうい

ったところのいろんな反発というのは、ただ

でさえ非常に強いわけです。国でやるときに

でさえ強いのに、地元に下りてきたときに、

果たしてそこら辺の調整を市町村がちゃんと

できるのか。市町村ができない場合は、県が

できるのか。やっぱり権限のことはその辺ま

で考えて扱っていかなければならないんじゃ

ないかなというふうに思いますので、その点

も含めてよく考えておいていただきたいとい

うことをお願いします。 

 

○溝口幸治委員長 ほかに。 

 

○松岡徹委員 １つは、今までの道州制の議

論に関連して２点、あと二、三点ちょっと伺

いたいと思います。 

 県の二役と町村会の意見交換会の中身だけ

れども、我々が聞いて課長がめくってちょっ

と答えるという感じだけど、どこの町長さん
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が何を言ったかという名前はいいけれども、

その要点のメモぐらいはここに出してもいい

んじゃないかと思うし、委員長どうですか。

大体、道州制の特別委員会ですからね、その

問題で県の二役と町村長が意見交換したもの

を、概略ぐらいは出てもいいんじゃないです

か。 

 

○溝口幸治委員長 そのメモを出すというの

も１つの案ですけど、実はこの委員会として

同じメンバーと意見交換をやりたいというこ

とで調整しているんですけれども、なかなか

調整ができませんので、そういうのを機会

に。 

 

○松岡徹委員 それはそれで。それが出れば

また議論もかみ合うわけだからね。ぜひ委員

長、検討してください。 

 

○溝口幸治委員長 はい。では、ちょっと検

討いたします。 

 

○松岡徹委員 この委員会で３年目になるん

ですけれども、再三なぜ都道府県制はいけな

いのかと。これはどのシンポジウムの記録を

読んでも論文を読んでも、あるいは日本経団

連の提言や政党の提言を読んでも、いかぬと

いうことは書いてあるけれども、なぜ都道府

県ではいけないのかという説明はないんです

よね。ですから、この委員会でぜひそこを審

議しようじゃないかということを再三提案し

てまいりましたけれども、きょう大西委員か

らああいう提起もあって、それに対する答え

はもう極めてああいう中身でね。それでは、

はいそうですかというわけにいきませんので

ね。なぜ都道府県ではだめなのかということ

の、詳細な検討をね。やっぱり県の特別委員

会ですからね、ぜひやるべきじゃないかとい

うことを、まず委員長に――注文ばかりつけ

ますけど――要請します。 

 あと３点ほどちょっと聞きますが、１つは

前回の議論との関係で、例えば町村長さんた

ちが道州制に非常にこだわられるのは、やっ

ぱり１つは平成の大合併との関係があると思

うんですね。ですから前回も、大西委員も井

手委員も私も意見を言いましたけれども、や

っぱり平成の大合併の検証をちゃんとやるべ

きだと。それに対して原さんのほうでアンケ

ートとか直接の聞き取りとか、いろいろ考え

ますという御答弁だったけれども、その辺の

作業ですね、体制とかどんな状況になってい

ますか。 

 

○原市町村行政課長 市町村合併の検証につ

きまして前回、特別委員会で御報告し、総務

常任委員会でも御報告いたし、先生方からい

ろんな御指摘も御要望もいただきました。 

 それは６月でしたけれども、早速７月には

松岡委員からも宮崎の事例を御紹介いただき

ましたので、それも含めて全国の検証の状況

をまず調査をいたしました。その中で参考に

なるものを今後深めていこうと思っておりま

す。 

 それと、検証は、やはり県だけではできま

せんから、市町村と協力してやる必要がある

ということで、その後、市町村の担当者に今

回の検証に対する県の考え方あたりを御説明

をし、来月、毎年やっています合併支援連絡

会議の中で、県と一緒に検証をやりましょう

ということを合意をいただく手続をしており

ます。その後、具体的に調査に入っていきた

いと思っておりますが、できれば予算を確保

して、委託という方法もございますので、そ

うなりますと来年度予算でという方法もあり

ますので、今年度はそういう準備を始めてい

るところでございます。 

 

○松岡徹委員 これは７年前になるかな。最

初のこの委員会ができたときに、そのときの

委員長が前川委員だったんだけれども、前川
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委員が何と言ったかというのは議事録に載っ

ているから、それで僕も言ったけれども、そ

の後、馬場委員が発言している。馬場委員

も、やっぱりその平成の合併の問題をちゃん

と見てみないといかぬというようなことを言

っていらっしゃるんですよ。ですから、この

問題はいわゆる道州制の議論と不可分なんで

すね。ですから、今、原課長から説明があり

ましたけれども、ここであれだけ議論になっ

ているわけですから、どういう形になるのか

知りませんけれども、その辺はきちっと御報

告いただいたほうがいいんじゃないかなと思

います。これはきっちり、やっぱり総合的・

包括的な、いわば地域からの集約、それで宮

崎みたいに産業分野別とかさまざまなアンケ

ート、直接の聞き取り、あるいは県が推進し

た合併を県が整理するだけでいいのか、委託

とか第三者とかを含めてお願いしたいなと思

います。 

 それから次に、さっきからの議論とも関係

するけれども、どうも道州制というのは、知

事がひとり歩きして、知事は県民の精神的な

高揚感をつくって、夢に向かって、それが道

州制だという話だけど、空回りしていると思

う。その１つの例が州都問題ですね。道州制

の州都。これについてはくまもと未来会議を

やって、偉い先生たちが集まっていろいろ議

論して、そして州都構想をまとめて発表し

て、それについてはここでもちょっと意見も

言いました。だけど結局は県民アンケートに

よると、2010年度は51.4％だったのが22.2％

に下がっているわけですよね。これは一体何

なのか、これについての分析ですね。知事の

分析あるいは事務方の分析、知事と事務方が

一緒になって、この現象はどういうふうに分

析しているのか、いかがですか。 

 

○小原企画課長 道州制あるいは州都構想に

関する県民の周知度が、年々低くなっている

という御指摘でございます。 

 １つには、私どもの州都に関するＰＲ等の

不足も十分考えられると思いますが、国全体

といたしましても、道州制に関しては、前政

権に入ってから議論が非常に停滞していると

いうところと、あと現政権においても、一時

道州制ということも基本法案の提出でクロー

ズアップされたものの、アベノミクスや最近

の消費税あるいは経済対策等といった重要案

件、重要議題が非常に多いということで、マ

スコミに載る部分も非常に最近減ってきてい

るということから、また、たとえ道州制や州

都構想を知っているとしても、それがいいの

か悪いのかを判断するという材料について

も、最近は先ほど何度も出ております市町村

の反対とかいろいろ問題が出てきて、なかな

か判断するのが難しいということが大きな原

因になっているんじゃないかと思っていま

す。 

 

○松岡徹委員 どうも話を聞いてみると、国

の責任、責任とまでは言わぬけれどもね、国

の取り組みが市町村のあれだけど。私が思う

のは、ずっと振り返ってみて、平成の合併の

とき、熊本市の政令市の問題があったとき

に、蒲島知事が益城や城南や植木に行って演

説されたり、いろんなお話をされたのをほと

んど聞いているんだけれども、結局は熊本市

の政令市、そして道州制の州都と、こういう

フレーズでの話がずっとなされてね、ここが

実際何年かたってみてどうかと。区役所の問

題から今度の一般質問でも、また問題になっ

たその線引きの問題から、やっぱり何という

か。もっと言えば郡部のほうは熊本市だけ集

約して、また合併したところも吸収されたと

ころは、さんざんだというようなことで、何

というか、そう簡単にその道州制で精神的な

高揚感をつくるというのが、現実に即してな

いことが年々明らかになってきているという

ことじゃないかと思うんですよ。そこのとこ

ろを僕は、やっぱりもっと踏み込んで、究明
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していかないとこの問題は解決しないんじゃ

ないかと思うんですけれども、いかがですか

ね。 

 あなたが今言ったのは、どこかの新聞に書

いてあることをそのまま言ったようなもので

ね。 

 

○小原企画課長 今、松岡委員が、どこかの

新聞というお話でございましたが、それに関

しては、私が自分で考えたものでございます

ので。 

 道州制、州都構想に関しまして、県民の関

心が低いということで、それに関してはもっ

と我々としてもＰＲをしなければいけない

し、何のためにこの道州制あるいは州都構想

をつくったかということに関しましても、こ

れは再三申し上げさせていただいておるんで

けれども、九州の多極分散型の発展を目指す

ために熊本県として何をすべきなのか、ある

いは州都を目指す過程でより品格があって、

より活力のある熊本をどうつくっていくの

か。そういったのを県民の皆さんと協議をし

ながら、いざ道州制が成ったというときに

は、すぐ対応できるような準備をしようとい

うところでつくったものでございます。 

 

○松岡徹委員 結局は、道州制の州都という

けれども、さっきの議論もあったが、道州制

というのが言葉だけで中身は何もないわけで

すよ。それが中身は何もないけど、実際余り

よくないものなんだなというのがだんだん県

民、市民にわかってきているという反映じゃ

ないかなと私は分析しているんですけれど

も。 

 もう１つ、いいですか。 

 

○溝口幸治委員長 はい。 

 

○松岡徹委員 道州制の問題でいろんな問題

をこの間提起してきましたけれども、きょう

は１つだけね。公務員改革と地方分権の問題

で、道州制ではどうなりますか。 

 

○溝口幸治委員長 公務員改革と…… 

 

○松岡徹委員 いわば道州制における公務員

改革ね。そして、それは地方分権、地方自治

との関係ではどういうふうになりますか。 

 

○溝口幸治委員長 松岡先生の持論をお聞き

した後のほうが、答えやすいかもしれぬです

ね。 

 そういう検討をされていますか、道州制後

の。 

 

○金子総務部首席審議員 道州制を前提とし

た公務員改革というか公務員制度はどうなる

かというのは、個別に検討したことはござい

ません。 

 

○松岡徹委員 それなら、いいですか。 

 

○溝口幸治委員長 はい、どうぞ。 

 

○松岡徹委員 意見として、結局は国家公務

員も減らすと、そしてそれを道に行く人、基

礎自治体に行く人、それが大異動することに

なるんですよね。その中で行政の重複を減ら

すということで公務員も減りますよというこ

となんですけれども、単にその公務員が減る

というだけじゃなくて、省庁再編だって３つ

ぐらいの省という構想になったりして、もう

大変な異動をすることになるわけです。私が

きょう言いたいのは、国と道州と基礎自治体

の公務員を一本にすると、日本国公務員にす

るという構想があるんですね。これは知って

るでしょう。 

 

○溝口幸治委員長 検討しとらぬから、ない

でしょう。 
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○松岡徹委員 それで、そういう構想がいろ

いろあるんですよ。それは文献を調べてみれ

ばわかりますけれども、どこにあるというの

はちょっと言いませんが、差し障りがあった

らいかぬから。 

 結局は、そうなると、要するに地方自治と

いうのは、地方自治法があって、そして地方

公務員法があって、それで分権地方自治の機

構も実態も成り立つわけですよ。 

 ところが、道州制で今１つ言われている公

務員改革の中身として、国と道州と基礎自治

体の公務員を一体化すると、一本化するとい

う考え方があるんですね。こうなったら、そ

れはもう大変なことになってしまうのでね。

おいおい、この次あたりまた調べてもらって

議論したいと思いますけれども。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○増永慎一郎委員 ちょっと前に戻りますけ

れども、町村会役員さんたちとの意見交換な

んですが、まず１つに、どういう形でどちら

が持ちかけてこういう話があったのか、ま

た、定期的にされているのか、ひとつ聞きた

い。 

 

○小原企画課長 今回の意見交換について

は、県のほうから御提案をさせていただきま

した。 

 

○増永慎一郎委員 経緯。何でそういうふう

な形になったか。 

 

○小原企画課長 これまでも市町村と県との

意見交換会をやる必要があるのではないかと

いう、いろんな意見がございましたので、そ

れをもとに準備を進めてきたところでござい

ました。 

 

○増永慎一郎委員 町村会から要請が、そう

いうふうな意見交換をしてほしいという要請

があったわけではないんですね。 

 

○小原企画課長 はい、さようでございま

す。 

 

○増永慎一郎委員 各首長さんたちといろん

な話をするんですけれども、何で以前からそ

ういうふうに、そういう議論をする際に町村

会あたりと相談をしながらやってくれないの

かという意見は、ずっとあったわけなんです

よ。今回５月に議決というか、反対の意見を

決議されましたよね。それを受けてやられた

のではないかというふうに、私としては推測

をしておりますが、それはどうでしょうか。 

 

○小原企画課長 直接その反対の決議が、今

回の意見交換のきっかけになったということ

ではございません。 

 

○増永慎一郎委員 先ほど大西先生の中で、

結構何かいいムードで終わったような話をさ

れていましたし、一般質問の知事の答弁にも

そういうふうな話があったのですが。実はこ

の会議の次の日に、ある首長さんから私に直

接電話がありまして、朝からですね。それで

何というか、この後も協議を一緒になって続

けていくような話があったので、それでまと

まったんですけれども、何というか、町村会

としては絶対反対というのが根底にあるの

で、和やかな雰囲気で終わったけれども、実

は和やかじゃないんだよというのを、ぜひ理

解をしていただきたいという話を私にされた

んですよ。ですから、きょうこういう道州制

の委員会があるので、そのときにでもきちん

と皆さんの前でお話をしますということを言

っていましたので、それだけはやはり頭の中

に入れておいていただきたい。それと、やは

り県だけが――今さっき州都の話も、課長は
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ＰＲという形を使われましたけれども――こ

れはあくまでもそれに進んでいくということ

で県民の理解を求めていくというような形で

すから、その前にきちんとした議論があると

いうのを忘れずに、ＰＲという言葉じゃなく

て、こうなったらこうなるというような形

で、そういうふうな言葉もちょっときちんと

慎んでいただきたいというふうに思います。 

 それから、先ほど言いましたように、この

意見交換会は定期的にぜひやられるようにお

願いしたいと思いますし、先ほど委員長から

ありましたように、この道州制の委員会との

首長さんとの意見交換会等もなるべく早くし

ていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

 

○内田総括審議員 今、町村会との意見と

か、それからいろいろお伺いいたしましたけ

れども、基本的に先ほどの分権の議論、道州

制の議論も、どちらかといいますと国が一方

的に進めてきているような状況があります。

この道州制の特別委員会も、それに対してど

ういうふうに客観的に見れる目を養うかとい

うようなことではないかと思います。実は市

町村のほうに話を余り落とさなかったという

か落とせなかったのは、国と都道府県の関係

については多少枠組みの中で議論はあったん

ですけれども、それを、では市町村との関係

をどうするというのは一切国の議論の中でも

ありませんでした。ある面では、県レベルで

の都道府県の議論に市町村の方が参加してい

て情報を収集していただくということは大事

ですし、我々もセミナー等で情報の提供はず

っとしてきました。ただ、県と市町村との関

係をお示しするという内容が、ほとんど今ま

ではなかったということです。ある面では、

今の段階でもあるのは、20万程度の市町村を

つくるとかいうぐらいの大きな枠組みだけで

あって、ほかに何もないような状況ですの

で、そういう状況であるということを確認で

きたということだけでありますし、町村会で

は道州制そのものに対する大きな全体に対す

る反論をされていますので、それを知事が直

接お話を伺って、現場の声として町村をあず

かる首長さんの声として直接聞けたというこ

とは、我々としては非常に有意義なことでは

なかったかと。その声を今度は都道府県レベ

ルの議論にどのように反映していくかという

のが県の役割かなというふうに一つ思ってお

りますので、今後もいろいろと議論をさせて

いただきたいというふうに思います。 

 それから、先ほどありました分権の話なん

ですが、これも道州制と一緒で、分権につき

ましては、いわゆる中央からやはり権限を地

域の主体的な行政運営ができるようにという

ことで求めてきた中で、ずっと、当初のペー

パーにありましたように、平成の早い段階か

らずっと議論をやってきました。ですから、

確かに小さい項目もいろいろあるかもしれま

せんけれども、この流れはやはりどうしても

とめてはいけないということで、ある面では

その清濁をあわせのむものではありませんけ

れども、とにかく分権の流れをとめないとい

う形でこの議論はずっと進めていかなくては

ならないかと思います。出先機関改革も国が

言い出した話で、それに対する反対論がある

中で、では丸ごと受けようというのは、やっ

ぱり分権の流れをとめないために、多少暴論

かもしれませんが、では丸ごと受けようとい

うような話の中で受けたという経緯があるか

と思います。 

 個々の話をしますと反対意見もいろいろあ

るかと思いますが、ただ大きな流れとして、

分権の流れをとめないためには、いかに国の

権限を県、市町村に持ってくるか、ないしは

出先機関の権限を持ってくるかというような

議論の方向ですべきかなというふうに思って

います。ある面では一つの闘いではないかな

というふうに思っていますので、これからも
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我々はそういう姿勢の中で、分権の議論、な

いしは道州制も、一方的に国のほうで枠組み

を決めて押しつけてくる可能性がありますの

で、それに対して客観的にどういうふうに反

論するかというための議論をしっかりとやっ

ていきたいというふうに思っています。 

 

○松田三郎委員 増永委員の御指摘というか

質問と全く同じ質問をしようかなと思いまし

たので、その点はいいんですけれども。加え

て申し上げますならば、町村長さんというの

は良識ある方が多いと思いますので、そうい

う議論の場では、言いたいことの半分か３分

の１ぐらいにとどめて、しかも言い方も非常

にまろやかにおっしゃる方が多いのかなと思

っております。ですから増永委員御指摘の、

翌日電話がかかってきたというのが、もっと

もっと表に出ない意見なり強さというのはあ

るんだろうと思います。また、うちの知事

も、生来いい意味でも悪い意味でもプラス志

向といいますか、楽観主義者でございますの

で、最後は和やかだったというのだけ印象に

残って、意外と反対もないものだな、よかっ

たよかったというふうに認識してもらっても

困るわけでございますので、どうかその点は

きちっと――もちろん認識なさっているとは

思いますが――知事が思っていらっしゃる以

上に厳しいようですよ、そういう指摘が委員

会でありましたというのは、ぜひ耳に入れて

おいていただきたい。 

 そこで、この問題を含めてきょうは前川委

員からも大西委員からもそれぞれ、例えば知

事はどう思っているんだろうか、知事のイメ

ージはどうだろうかというのを企画課長が答

えてもこれは答えにくいことだと思います。

想像してあるいはいろいろな今までの言動か

ら推測して、こうかなという、非常に課長の

答弁を見ておってもかわいそうな思いがしま

すので。例えば、きょう出た――これは道州

制にかかわらず内部のあれにかかわることで

すけれども――特別委員会の状況というの

は、例えば総務部長から知事に後日レクで入

れるとか、あるいはそういう時間がないから

発言録程度は入れるとか、あるいは特別委員

会に関しては特別そういうことはやってない

というのは、言える範囲で結構ですが、どれ

ぐらいのインパクトで知事に伝わるのかなと

いうのを、ちょっとお聞かせいただければ。 

 

○岡村総務部長 全体的な議会との関係です

けれども、きょう特別委員会があってござい

ます。きちっとした形で、速報は入れさせて

いただいております。こういった議論があっ

ている、こういうふうなことでございます

と、そういうことは入れてございます。 

 また、その中で特にレクといいますか、そ

ういったものが必要と思われるものは、担当

のほうからきちっとそこは時間をとって上げ

るということはいたします。 

 また、それから後はこちらのほうでも、議

会の議事録はきちっととられますので、詳細

版のそういったものは追ってまた提出してい

るということはしております。これは常任委

員会も同じでございます。ここでの議論につ

いての重立ったことは二役の耳にはきちっと

入るようにしております。 

 

○松田三郎委員 きょうは特に、例えば前川

委員がここまでおっしゃっておりますからど

ぎゃんかしてくださいというのは、前川委員

を悪者にしてでも言いやすいのかなと思いま

すので、ぜひ正確に伝えていただきたいと思

います。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員長 ぜひ前川委員の意見を伝

えていただいて、知事がみずから委員会に行

って話をしたいというぐらいになるように、

お伝えいただきたいと思います。（「委員長ち

ょっと」と呼ぶ者あり）はい。 
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○松岡徹委員 私は、この委員会はやっぱり

道州制についていろんな立場を超えて真摯に

議論したほうがいいと思っているので、どの

党がどうということをちょっと考えたものだ

から、さっきの日本国公務員のことについて

は言わなかったんですけれども、まあ念のた

め言うておきますと、自民党道州制推進本部

第３次中間報告でそういう構想が出されてお

りますので、そういうことですので一応。 

 

○溝口幸治委員長 はい、情報提供ありがと

うございます。 

 ほかにございませんか。 

 

○田代国広委員 地方分権について、１つだ

け聞きたいと思います。 

 農地の転用ですね、農地転用が自治体から

移譲してくれというようなことになっている

にもかかわらず――今回継続審議というんで

すかね――決まっておりませんが、その理由

についておわかりであればお知らせ願いたい

と思いますが、よく新聞を見ると省益という

言葉があります。いわゆる役人の方々が、そ

れの府省の方々が、国益をむしろ省益を守ろ

うとする、そういった行動がたまに見られる

というのを新聞あたりで見るわけですが、こ

の農地の転用について、まさか――それにつ

いては答えなくていいですけれども――そう

いったことが少し影響していないかなという

ことを自分では感じるんですよ。それについ

ては答えなくていいんですけれども、この移

譲ができない理由がおわかりであれば教えて

いただきたいと思います。 

 

○田中農林水産政策課長 農林水産政策課で

ございます。 

 まず農地の権限でございますけれども、今

４ヘクタールを超える部分が国の許可という

ふうになっています。４ヘクタール以下は県

の許可で、一部市町村にも移譲している部分

がございます。 

 国が許可している趣旨としましては、優良

農地の確保と、これは許可の部分が転用にか

かわる部分ですので、それと地域活性化をど

うとらえるかという趣旨で、国のほうは許可

権限を持っているものですから、その付近の

調整、４ヘクタールを超えますとかなり大規

模な調整になりますので、国のほうではそこ

の調整権限を、まだ県に下ろすまでの段階で

はないというふうに判断しているんだと考え

ております。 

 

○田代国広委員 農地転用等につきまして

は、やっぱりその管轄自治体が一番、有効利

用については詳しいと思うんですよ。 

 そこで最近の話ですけれども、菊陽町で、

菊陽の中部小学校の改修がありましたね、今

やっていますけれども。あそこは狭くて、子

供がふえて手狭で、県道のあそこの前にすば

らしい水田地帯があるんですね、道路脇に。

そちらのほうに町が移転を考えて、その農地

転用を指示したんですけれども、結果的に認

められなかったんですね。それでプールをほ

かにつくるとかして、今その現地で改築が進

んでおりますが、私たちが見れば、なぜその

道幅の向こうに立派な学校用地になっていい

ような、そしてそれが転用することによっ

て、その菊陽町の農家の方々と申しますか、

あるいは周辺地域に、いろんな迷惑や負担を

かけるなら別ですけれども、なぜこれは転用

が許可にならないのかというのが不思議でな

らなかったものですから。やっぱり４ヘクタ

ール以上あったんですかね、その菊陽町の場

合は。それは把握していませんか。 

 

○田中農林水産政策課長 その菊陽の小学校

の件は、具体的に面積までは記憶しておりま

せんけれども、ちょっと今言い忘れました

が、２ヘクタールを超えると許可権限は国に
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ございますが、国との協議というのが必要に

なってまいります。それに４ヘクタールを超

えるかどうかはちょっとはっきりしません

が、少なくとも２ヘクタールを超えるという

ことで、国との協議が必要であった案件では

ないかというふうに考えております。 

 

○田代国広委員 国との協議が必要であった

がゆえに、結果的に許可がとれなかった。で

すから、そういったその国の許可権限が、国

がなぜ許可しなかったのかですよ。その土地

を、菊陽町にとってどう使ったら一番町にと

って、あるいは住民にとって理想的か、効率

的かということを考えると、国が反対するの

がよくわからないものですから。今回の場合

の転用の許可が検討になっておりますが、こ

れもやっぱり全体の面積によって影響してく

るんですかね。 

 

○田中農林水産政策課長 面積で４ヘクター

ルを超える分も含めて県のほうに移譲しても

らうということで、要望でございます。 

 済みません、ちょっとよろしいですか。 

 それで、いろいろ許可をする場合は、これ

は県も一緒ですけれども、その農地ではいけ

ないとか、いわゆる代替地の検討とか優良農

地とか、そういう関係もありますので、その

付近のを含めて検討して許可をしているとこ

ろでございます。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 はい、なければこれで質

疑を終了いたします。 

 それでは続きまして、閉会中の継続審査に

ついてお諮りいたします。 

 本委員会に付託の調査事件につきまして

は、審査未了のため、次期定例会まで本委員

会を存続して審議する旨、議長に申し出るこ

ととしてよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 御異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 その他に入ります。何かございませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○溝口幸治委員長 なければ私のほうから、

先般佐賀市で開催された九州・沖縄未来創造

会議の概要について報告します。 

 ９月２日に開催されました。本県から村上

委員、西委員と私の３名が出席いたしまし

た。 

 会長、副会長の互選がございまして、その

後にＴＰＰ協定交渉について、それから九州

の観光戦略について説明があって、議論をさ

せていただきました。 

 以上です。 

 なければ、これをもちまして第14回道州制

問題等調査特別委員会を閉会いたします。あ

りがとうございました。 

  午前11時34分閉会 
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